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【公開番号】特開2019-93174(P2019-93174A)
【公開日】令和1年6月20日(2019.6.20)
【年通号数】公開・登録公報2019-023
【出願番号】特願2019-16795(P2019-16795)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ  25/10     (2013.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ   25/10     ５０２　
   Ａ６１Ｍ   25/10     ５５０　

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月5日(2019.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心部と、前記中心部に接続された第１および第２のテーパ部を含むバルーンであって
、前記バルーンの第１の端部から前記バルーンの第２の端部へと延在する長手方向軸を含
むバルーンと、
　前記中心部に沿って前記長手方向軸に実質的に平行に、かつ前記第１および第２のテー
パ部の少なくとも１つの少なくとも一部の周りを周方向に延在する１本の連続繊維と、を
備え、
　前記バルーンの前記中心部の周りを周方向に延在する第２の繊維をさらに含む、医療用
器具。
【請求項２】
　第２の繊維が前記１本の連続繊維の一部である、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記１本の連続繊維は、複数の第１の繊維ストランドを備える、請求項１に記載の器具
。
【請求項４】
　前記ストランドは、前記第１および第２のテーパ部の少なくとも一部の周りに半径方向
に延在するように、前記複数の第１の繊維ストランドの各ストランドが、前記バルーンの
前記長手方向軸に対して約３５から９０度の角度で延在する、請求項３に記載の器具。
【請求項５】
　前記複数の第１の繊維ストランドの各ストランドは、前記テーパ部の少なくとも一部の
周りの半径方向への延在から、前記第１および第２のテーパ部の前記長手方向軸と実質的
に平行な延在へと変化する、請求項３または４に記載の器具。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの第２の繊維は、前記第２の繊維が前記中心部の周りに半径方向に
延在するように、前記バルーンの前記長手方向軸に対して約８０度から９０度の角度で延
在する、請求項１から５のいずれか一項に記載の器具。
【請求項７】
　前記第２の繊維は、前記第１および第２のテーパ部の周りに、前記中心部の周りの前記
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第２の繊維ストランドのピッチよりも低ピッチにて延在する、請求項１から６のいずれか
一項に記載の器具。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの第２の繊維が前記第１の繊維の上に延在する、請求項１から７の
いずれか一項に記載の器具。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの第２の繊維が、前記第１の繊維の第１の部分の上に延在し、前記
第１の繊維の第２の部分の下に延在する、請求項１に記載の器具。
【請求項１０】
　前記第１の繊維の前記第１の部分は、前記バルーンの前半上にあり、前記第１の繊維の
前記第２の部分が前記バルーンの後半上にある、請求項９に記載の器具。
【請求項１１】
　前記第１のテーパ部で始まる第３の繊維をさらに備える、請求項１から１０のいずれか
一項に記載の器具。
【請求項１２】
　前記第３の繊維が前記１本の連続繊維の一部である、請求項１１に記載の器具。
【請求項１３】
　前記１本の連続繊維は、前記バルーンの前記第１および第２のテーパ部の両方の周りに
半径方向に延在する、請求項１に記載の器具。
【請求項１４】
　中心部と、前記中心部に接続された第１および第２のテーパ部とを含むバルーンであっ
て、前記バルーンの第１の端部から前記バルーンの第２の端部に延在する長手方向軸を備
えるバルーンと、
　前記中心部に沿った前記長手方向軸と実質的に平行に、前記第１のテーパ部の周りに周
方向に、次に戻って前記長手方向軸に実質的に平行に、前記第２のテーパ部の周りに周方
向に延びる１本の連続繊維と、を備える、医療用器具。
【請求項１５】
　中心部と、前記中心部に接続された、第１および第２のテーパ部を含むバルーンであっ
て、前記バルーンの第１の端部から前記バルーンの第２の端部に延在する長手方向軸を含
むバルーンと、
　前記中心部に沿った前記長手方向軸と実質的に平行に延在する第１の繊維と、前記第１
のテーパ部の周りに周方向に延在する第２の繊維とを含む不織繊維層と、を備え、
　前記第１の繊維および前記第２の繊維は、１本の連続繊維の一部を形成し、前記１本の
連続繊維は、部分的に前記第１の繊維から形成され、部分的に前記第２の繊維から形成さ
れる、医療用器具。
【請求項１６】
　繊維強化された医療用バルーンであって、
　概して円柱状の中心部と、
　前記バルーンの第１の端部から前記バルーンの第２の端部へと延在する、中心の長手方
向軸に沿った前記概して円柱状の中心部に接続された、第１および第２の概して円錐形状
の部分と、
　前記バルーンの前記第１の端部から前記バルーンの前記第２の端部へと延在する複数の
第１の繊維ストランドであって、前記複数の第１の繊維ストランドのそれぞれのストラン
ドが、前記概して円柱状の中心部を通る前記長手方向軸に実質的に平行に、かつ、前記第
１および第２の概して円錐形状の部分の少なくとも一部の周りに周方向に延びる、第１の
繊維ストランドと、
　前記概して円柱状の中心部の周りを周方向に延在する、少なくとも１つの第２の繊維ス
トランドと、を備え、
　前記複数の第１の繊維ストランドは、１本の連続繊維のすべての部分である、繊維強化
された医療用バルーン。
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【請求項１７】
　前記複数の第１の繊維ストランドのストランドと、前記少なくとも１つの第２の繊維ス
トランドが、１本の連続繊維のすべての部分である、請求項１６に記載の繊維強化された
医療用バルーン。
【請求項１８】
　前記ストランドが、前記第１および第２の円錐形部の少なくとも一部分の周りに半径方
向に延在するように、前記複数の第１の繊維ストランドの各ストランドが、前記バルーン
の前記長手方向軸に対して約３５から９０度の角度で延在する、請求項１６に記載の繊維
強化された医療用バルーン。
【請求項１９】
　前記複数の第１の繊維ストランドの各ストランドは、前記円錐形部の少なくとも一部の
周りの半径方向への延在から、前記第１および第２の円錐形部の前記長手方向軸と実質的
に平行な延在へと変化する、請求項１６に記載の繊維強化された医療用バルーン。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの第２の繊維ストランドは、前記ストランドが前記中心部の周りに
半径方向に延在するように、前記バルーンの前記長手方向軸に対して約８０度から９０度
の角度で延在する、請求項１６に記載の繊維強化された医療用バルーン。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの第２の繊維ストランドは、前記第１および第２の円錐形部の周り
に、前記中心部の周りの前記少なくとも１つの第２の繊維ストランドのピッチよりも低ピ
ッチにて延在する、請求項１６に記載の繊維強化された医療用バルーン。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの第２の繊維ストランドが、複数の第１の繊維ストランドのすべて
の前記ストランドの上に延在する、請求項１６に記載の繊維強化された医療用バルーン。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの第２の繊維ストランドが、前記複数の第１の繊維ストランドの第
１の部分の上に、および前記複数の第１の繊維ストランドの第２の部分の下に延在する、
請求項１６に記載の繊維強化された医療用バルーン。
【請求項２４】
　前記複数の第１の繊維の前記第１の部分が、前記バルーンの前半上にあり、前記複数の
第１の繊維の前記第２の部分が前記バルーンの後半上にある、請求項２３に記載の繊維強
化された医療用バルーン。
【請求項２５】
　複数の第３の繊維ストランドをさらに備え、前記複数の第３の繊維ストランドは、前記
第１の概して円錐形状の部分で始まる、請求項１６に記載の繊維強化された医療用バルー
ン。
【請求項２６】
　前記第１の繊維ストランドおよび前記第３の繊維ストランドの少なくとも一部分が、１
本の連続繊維の一部分である、請求項２５に記載の繊維強化された医療用バルーン。
【請求項２７】
　繊維強化複合材料バルーンを製造する方法であって、前記繊維強化複合材料バルーンは
、前記バルーンの第１の端部から前記バルーンの第２の端部に延在する中央の長手方向軸
に沿って、概して円柱状の中心部と、前記概して円柱状の中心部に接続される第１および
第２のテーパ部とを有し、前記繊維強化複合材料バルーンを製造する方法は、
　前記バルーンの前記長手方向軸に実質的に平行に延在する多倍長の１本の連続繊維を、
前記概して円柱状の中心部に付けるステップと、
　前記１本の連続繊維を前記第１および第２のテーパ部のうちの少なくとも１つに固定す
るステップと、を含み、
　前記固定するステップが、前記１本の連続繊維を前記第１および第２のテーパ部のうち
の１つまたは両方の周りに周方向に巻くステップを含む、方法。
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【請求項２８】
　長手方向軸と第１および第２の開放端部を有するバルーンと、
　前記バルーンに接続された１本の連続繊維であって、前記長手方向軸に概して平行に延
在する第１の部分と、前記第１の通過部に概して平行に延在する第２の部分とを有する前
記１本の連続繊維と、を備え、
　前記１本の連続繊維が前記バルーンの少なくとも一部の周りを周方向に延在する、医療
用器具。
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